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平成14年の法改正により実施が義務付けられたのですが、対象となる設備は
”設置した日から10年を経過する設備”　もしくは
”耐圧試験を実施した日から3年を経過した設備”　です。
特に埋設部分での劣化は目視による判断が極めて難しく、地震などを経験した設備で
は埋設部分での配管の老朽化は著しいものが想像できます。その部分を判定するため
この制度が始まりました。

西日本防災システム
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消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

マンションの管理をしている者ですが、連結送水管の耐圧試験をしなさ
いと言われました。なぜする必要があるのですか？
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